
一

（
国
土
交
通
委
員
会
）

道
路
整
備
特
別
措
置
法
及
び
独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案
（
閣
法
第
一
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

道
路
整
備
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正

１

高
速
道
路
会
社
（
以
下
「
会
社
」
と
い
う
。
）
が
管
理
す
る
高
速
道
路
に
係
る
料
金
の
徴
収
期
間
の
満
了
の
日
は
、
令

和
九
十
七
年
九
月
三
十
日
以
前
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

２

料
金
は
、
高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
あ
っ
て
は
当
該
道
路
を
通
行
す
る
自
動
車
の
運
転
者
又
は
使
用

者
（
当
該
運
転
者
を
除
く
。
）
（
以
下
「
運
転
者
等
」
と
い
う
。
）
か
ら
、
そ
の
他
の
道
路
に
あ
っ
て
は
当
該
道
路
を
通

行
し
、
又
は
利
用
す
る
車
両
の
運
転
者
等
か
ら
徴
収
す
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
会
社
等
は
、
検
査
対
象
軽
自
動
車
等
の

運
転
者
等
か
ら
徴
収
で
き
な
か
っ
た
料
金
の
請
求
の
た
め
、
国
土
交
通
大
臣
等
に
対
し
、
当
該
運
転
者
等
を
特
定
す
る
た

め
に
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

二

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
法
の
一
部
改
正



二

１

独
立
行
政
法
人
日
本
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
と
し
て
、
国
か
ら
交
付

さ
れ
た
補
助
金
を
財
源
と
し
て
、
会
社
に
対
し
、
高
速
道
路
に
附
属
す
る
自
動
車
駐
車
場
の
整
備
（
高
速
道
路
の
通
行
者

又
は
利
用
者
の
利
便
の
確
保
に
資
す
る
施
設
の
整
備
と
一
体
的
に
行
う
も
の
に
限
る
。
）
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
資
金

の
一
部
を
無
利
子
で
貸
し
付
け
る
こ
と
を
追
加
す
る
こ
と
と
す
る
。

２

協
定
及
び
業
務
実
施
計
画
の
記
載
事
項
で
あ
る
特
定
更
新
等
工
事
の
内
容
は
、
先
行
特
定
更
新
等
工
事
（
令
和
四
十
七

年
九
月
三
十
日
に
お
い
て
も
当
該
高
速
道
路
の
構
造
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

も
の
）
及
び
後
行
特
定
更
新
等
工
事
（
当
該
高
速
道
路
に
係
る
道
路
資
産
の
貸
付
期
間
の
満
了
の
日
に
お
い
て
も
そ
の
構

造
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
）
を
区
分
し
て
定
め
る
こ
と
と
す
る
。

３

協
定
に
定
め
る
道
路
資
産
の
貸
付
期
間
は
、
当
該
協
定
を
締
結
す
る
日
（
当
該
協
定
の
変
更
を
す
る
と
き
は
、
当
該
変

更
を
す
る
日
）
か
ら
起
算
し
て
五
十
年
以
内
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

４

機
構
は
、
令
和
九
十
七
年
九
月
三
十
日
ま
で
に
解
散
す
る
こ
と
と
す
る
。

三

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。


